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【第2号議案】  

乗廻・松浦線の見直しについて 

 

1 対象路線  

新潟交通観光バス株式会社が運行する路線 

新発田営業所～乗廻・松浦～新発田営業所 線 

 

２ 理 由 

 現行のバス路線の運行内容は、松浦地区住民にとって使い勝手が悪く、地区住民から

より利用しやすい公共交通を望む声が高くなっていることを受け、新潟交通観光バス株

式会社と協議を行い、運行内容の見直しを行うもの。 

 

３ 内 容 

 ■系統廃止及び一部路線廃止 

  新発田営業所～乗廻・松浦～新発田営業所 線 

  廃止区間：0.7㎞ 

（新発田市月岡温泉610番地先～新発田市上中山152番地4先） 

  廃止区間：8.5㎞ 

（新発田市上中山152番地4先～新発田市諏訪町2丁目2番6号先） 

 ■系統新設及び運賃 

新発田営業所～乗廻～月岡 線 

  運行距離：17.7㎞、運賃：制定形態を対キロ区間制とする。 

 

４ 適用する期間   平成30年4月1日から 

 

５ 路線図・運行ダイヤ   別紙資料のとおり 

 

６ その他   当協議会にて承認後、協議が調ったことの証明書を事業者に発行する。 

 

［参考］乗廻・松浦線 バス停別の乗降人数（日平均） 
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第 2 号議案 別紙資料 

［乗廻・松浦線の見直し］ 

■路線図 

現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■運行ダイヤ 

現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し後（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜凡例＞ 

     新発田営業所～乗廻～月岡 線 

     廃止区間 

     引き続き他路線が運行する 

部分 

＜凡例＞ 

    新発田営業所～乗廻・松浦～新発田営業所 線 

新発田(営) 松岡 月岡旧湯前 乗廻 新発田(営) 新発田(営) 乗廻 月岡旧湯前 松岡 新発田(営)

6:59 7:21 7:30 7:50 8:18 12:25 12:52 13:10 13:16 13:42

9:00 9:22 9:31 9:51 10:19 15:58 16:25 16:43 16:49 17:15

＜土休日＞

運休

＜土休日＞

運休

新発田営業所⇒松浦⇒乗廻⇒新発田営業所 新発田営業所⇒乗廻⇒松浦⇒新発田営業所

＜平日＞ ＜平日＞

新発田(営) 乗廻 月岡旧湯前 月岡旧湯前 乗廻 新発田(営)

6:44 7:08 7:26 7:30 7:50 8:18

8:42 9:09 9:27 9:31 9:51 10:19

12:25 12:52 13:10 13:14 13:34 14:02

15:58 16:25 16:43 16:47 17:07 17:35

運休

＜土休日＞ ＜土休日＞

運休

新発田営業所⇒月岡旧湯前 月岡旧湯前⇒新発田営業所

＜平日＞ ＜平日＞

月岡旧湯前 

乗廻 

新発田営業所 

松岡 

大栄町 

月岡旧湯前 

乗廻 

新発田営業所 

大栄町 
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